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○東村山市立図書館設置条例 

昭和４９年３月３０日 条例第１８号 

（設置） 

第１条 東村山市は、市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資

料の提供を中心とする諸活動によって、市民の教養・調査・レクリエーション等に資するた

め、東村山市立図書館（以下「図書館」という。）を設置する。 

（構成） 

第２条 図書館は、中央図書館・地区館及び分室をもって構成する。 

（名称及び位置） 

第３条 中央図書館・地区館及び分室の名称並びに位置は、別表のとおりとする。 

（職員） 

第４条 図書館に次の職員を置く。 

(１) 館長 

(２) 地区館長 

(３) 司書 

(４) 司書補 

(５) その他必要な職員 

２ 図書館の館長は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第４条に規定する司書の資格を

有する者又は図書館の機能を達成するのに十分な資質を有している者とする。 

３ 図書館職員の定数は、東村山市職員定数条例（昭和３２年東村山市条例第２号）の定める

ところによる。 

（資料の選択・収集及び廃棄処理） 

第５条 図書館資料の選択・収集及び廃棄処理については、図書館長がこれを決定する。 

（利用者の秘密を守る義務） 

第６条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはなら

ない。 

（地域図書館活動に対する援助） 

第７条 図書館は、東村山市内で地域図書館活動を行う者に対し、これを援助する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東村山市教育委

員会規則で定める。 

図書館協議会説明用に加工しています 
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附 則 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年７月３０日条例第１３号） 

この条例は、昭和５４年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年９月２１日条例第２３号） 

この条例は、昭和５６年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年１２月１０日条例第３０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６３年９月１３日条例第２１号） 

この条例は、昭和６３年１１月２３日から施行する。 

附 則（平成４年９月２９日条例第２６号） 

この条例は、平成４年１１月２３日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２９日条例第１４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する｡ 

附 則（平成１６年３月２６日条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日条例第９号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条） 

東村山市立図書館 

名称 位置 

東村山市立中央図書館 東村山市本町１丁目１番地１０ 

地区館 東村山市立富士見図書館 東村山市富士見町１丁目７番地３５ 

東村山市立萩山図書館 東村山市萩山町２丁目１３番地１ 

東村山市立秋津図書館 東村山市秋津町２丁目１７番地１０ 

東村山市立廻田図書館 東村山市廻田町４丁目１９番地１ 

 


